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Well-being向上

に向けた取組み 

従業員の仕事や働き方の選択肢を増やせるよう、フレックスタイム制度、在宅

勤務、服装の自由化を実施している。 

アンケート実施 ○ アンケートの
社内共有 ○
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【ダイバーシティ経営の促進】
・多様な人材（女性、外国人、障がい者、高齢者、性的マイノリ
ティ等）が、十分に活躍できる環境が整備されている。

○ ○

・家庭との両立を支援する制度を充実し、女性総合職の採用を促進している。現在の仕事と家庭の両立支援制度とし
て、「育児休職」「育児短時間勤務」「介護休職」「子の介護休暇」「介護休暇」「フレックスタイム」「年次有給休暇」「在宅勤
務」を整備している。
・毎年外国人を採用するなど、多様な人材が活躍できる環境を整備している。
・多様な人材が継続的に活躍できる環境整備のために、階層別研修などで継続的にハラスメント防止研修を実施してい
る。また、ハラスメントに関する相談窓口として、内部通報窓口および、外部相談窓口を整備してハラスメント対策に取
り組んでいる。

○ ○ ○

【多様な働き方の促進】
・テレワーク制度の実施やフレックスタイム制、時差出勤制度
を導入し柔軟な勤務形態をとっている。
・ワークライフバランスを推進している。

○ ○

・働き方改革の推進を行い、在宅勤務・フレックスタイム制度・服装の自由化を導入している。
・育児休職、育児短時間勤務、介護休職、子の介護休暇、介護休暇の制度を導入し、治療や介護、子育てと仕事の両立を
支援する制度を導入している。
・勤務時間の見える化を行い、過度な長時間労働を防止している。

〇 ○ ○

【人権の尊重】
・ハラスメントの防止など人権が尊重された職場づくりのた
め、 ルールが定められ、教育・相談体制が整備されている。

○ ○

・ハラスメント防止宣言を策定し、コンプライアンス委員会を設置している。
・多様な人材が継続的に活躍できる環境整備のために、階層別研修などで継続的にハラスメント防止研修を実施してい
る。また、ハラスメントに関する相談窓口として、内部通報窓口および、外部相談窓口を整備してハラスメント対策に取
り組んでいる。

○ ○ ○ ○

【従業員の心と体の健康への配慮】
・長時間労働の是正に取り組んでいる。
・従業員のメンタルヘルスを良い環境で維持できるように対
策に取り組んでいる。
・従業員への健康投資による生産性の向上等に取り組んでい
る。

○ ○
・年に１回ストレスチェックを実施し、心理的安全性を確保をしている。
・健康診断、人間ドックの経費補助を実施し、身体的安全性の確保をしている。
・健康経営優良法人ホワイト500（経済産業省）の認定を５年連続で受けている。

○ 〇 ○

【人材育成】
・従業員に適切な能力開発、教育訓練の機会を提供してい
る。
・職場体験やインターンシップの受入れ等、職業の学びの場を
提供している。

○ ○
・人材の育成においては基礎的知識・技術の習得や、年代に応じた資格取得支援のほかに、生産性向上のための意識改
革・スキルアップに主眼を置いた研修も実施している。
・各種資格取得に対する必要経費の支給や資格取得にむけた外部研修の受講支援や奨励金を支給している。

○ 〇 ○ ○

【廃棄物・有害化学物質の管理、３Rの推
進】
・廃棄物・有害化学物質の管理を適切に行い、また削減に努
めている。
・リデュース、リユース、リサイクルの推進を行っている。

○ ○ ○

・廃棄物については、現場単位の管理体制を確立し、適正な廃棄物処理・管理の為の電子マニフェスト使用の徹底している。（2017年5月、電子マニフェ
スト化100％達成）
・有害化学物質については、SDSを活用して化学物質リスクアセスメントを実施している。
・廃棄物の3R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、独自の「西松分別ルール」に基づく徹底した分別により、昨年度の建設廃棄物のリサイクル率
97.8%を達成した。
・「３Ｒ推進功労者等表彰（リデュース・リユース・リサイクル推進協議会主催）」において、2016年度以降、毎年、会長賞以上を受賞している。2017年に
は宮古地下ダム出張所で国交大臣賞を受賞、2021年度は関西地区の建築工事で｢大型物流倉庫建設工事にあるべき環境負荷低減の取組み（建設副
産物排出絶対量の削減）｣で会長賞を受賞した。
・そのほか、職員へタブレットを配布し、ペーパレスの取組みを実施している。
・また、再生用紙の利用を推進している。

○ ○ ○ ○ ○

【温室効果ガスの排出削減】
・省エネルギーや再生可能エネルギーの利活用など、
　温室効果ガスの排出削減に取り組んでいる。

○ 〇

・CO2排出量に関しては、現場および社屋等施工以外のエネルギー使用量をもとにCO2排出係数を乗じて算出し、毎年公表している。
・当社は、脱炭素社会の実現に向け、『2030年度までに全ての事業活動におけるCO2排出量をネットゼロにする（=ZERO30）』という野心的な長期ビジョンを掲げ、その具体的な道筋
である「ZERO30ロードマップ2021」を策定し、2021年度より脱炭素の取組みを推進している。
『ZERO30』とは、建設工事での省エネおよび再エネ利用によりCO2排出量を最小化し、それでもなお排出されるCO2排出量に関しては、それに相当する創エネ（再生可能エネルギー発
電）事業の実施による「環境貢献分」にて相殺するとみなし、ネット・ゼロとする当社独自の取組みである。このZERO30の達成により、地球温暖化防止への寄与とともに、企業価値向上
を目指している。
2020年のCO2排出量は、63,015t-CO2。2021年のCO2排出量は、53,517t-CO2である。これを2030年には36,007t-CO2にすべくZERO30の活動を行っている。
・2021年度（初年度）の省エネ活動におけるCO2削減目標▲2,399t-CO2に対し、実績▲2,513t-CO2となった。省エネ活動については、以下の5施策に取組んだ。
　①K-S1（軽油燃焼促進剤）の導入：▲1,164t-CO2
　②BDF（バイオディーゼル燃料）の導入：▲168t-CO2
　③施工活動、オフィス等施工活動以外での再エネ導⼊率：▲748t-CO2
　④N-TEMS（西松トンネル工事デマンド管理システム）による電力使用量の削減：▲411t-CO2
　⑤太陽光発電システムの導入：▲22t-CO2
そのほか、省エネ型建設機械の導入、固定オフィス・現場仮設事務所・工事用仮設照明のLED化、省燃費運転講習会の実施、高速ずり搬出システムによる燃料使用量の削減に取組んだ。
2022年度はこれまでの省エネ施策の継続・強化に加え、創エネに関しては再生可能エネルギー事業の士台作りを加速させ、併せてCO2削減技術の開発・導入を促進する。

○ ○ ○

【生物多様性、天然資源への配慮】
・自社活動が生物多様性や生態系にどのような影響を与える
か確認して、持続可能な活動となるよう取り組んでいる。
・天然資源の持続的利用に配慮した調達を行っている。

○ 〇

・事業活動の中で生物多様性保全を重視しており、独自のガイドブック「みんなで守る生物多様性 できることBOOK」を作成している。これを社内だけ
でなく協力会社にも配付し、意識を共有。全現場で生物多様性保全に関する活動を実施している。一例であるが東海地方の土木工事現場では、希少生
物（アズマヒキガエル）の産卵場所が周囲に点在する工事において、産卵・生育時期である2月〜5月には環境への影響が大きい作業を行わないように
計画・施工している。また仮設桟橋では、軽量で高強度の桁を採用して、杭の本数を減らし、希少生物の生息地である沢への影響に配慮している。
・海洋生物の保全に繋がる海洋プラスチック汚染の防止に関する取組みとして、2019年度に環境省が立ち上げたキャンペーン「プラスチックスマート」
に登録。施工現場で排出される廃プラスチックのリサイクルと適正処理が促進されるよう、下記取組みを行い、自然界に廃棄・放出されるプラスチック
の極小化に努めている。
①独自の分別ルールを定め、徹底した分別（軟質・硬質・塩ビ管の分け）
②信頼性と高リサイクル率を最優先とした産廃業者選定
③プラ系梱包材削減のための簡易梱包を推進
・2022年5～6月は環境省が推進する「春の海ごみゼロウィーク強化期間」にあわせて、全国の本支社・営業所・現場事務所周辺の清掃活動を実施す
る。
・そのほか、海岸、河川等の清掃活動に参加し、生物多様性保全に関する社員の意識高揚につながる活動に取り組んでいる。

○ ○ ○ ○ ○

【水資源の有効活用】
・自社の水の利用状況を適切に管理し、水の有効利用や節水
に努めている。

○
・従業員への節水を呼びかけ節水に努めている。
・当社では、工事現場で発生する排水について、PH測定器、ノッチタンク、中和剤、濁水処理装置で浄化処理している。
また一部の現場では、公共下水道への排水量を削減する取り組みを行っている。

○

【製品・サービスの安全性】
・自社の製品・サービスの安全性や品質を確保するための仕
組みを構築している。

○ ○ ・本社・支社による各種検討会、月に１度、品質パトロール・安全パトロールを行い、安全性や品質を確保している。 ○ ○

【社会課題解決】
・社会課題の解決を意識した事業運営に取り組んでいる。
・地域、大学、NPO、行政など多様な主体とのパートナーシッ
プにより、社会課題を解決する製品・サービスの開発・展開に
取り組んでいる。

○ ○ ○

・現場に導入している建設機械の一部にバイオディーゼル燃料（BDF100）を仕様しており、BDF原料を確保するために、家庭で使用され
た不要な天ぷら油を回収し、バイオディーゼル燃料の原料として用い、製造販売できるように製造販売業者と協定を締結し、循環型社会の
形成のいったんを担うことを目標とし活動している。また、佐賀市とHiBDの共同研究を実施している。
・福岡県大木町と「脱炭素社会の実現に向けた包括連携協定」締結し、官民連携での脱炭素の取組みを行っている。
・公益財団法人　肥後の水とみどりの愛護基金に賛同し、阿蘇大観の森で植樹を行い、阿蘇水掛の棚田では田植えを行い、森林活動整備・
地下水の量と質に貢献している。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【個人情報保護】
・個人情報を適切に管理している。

○

・個人情報保護規定、個人情報保護業務マニュアルを策定している。
・研修・ｅ-ラーニングを通して、情報管理のルールを周知徹底している。また、近年の高度なサイバー攻撃から情報漏え
いを防ぎ、社内システムを安全に運用するための取組みを積極的に行っており、社内ネットワークの不正通信の監視シ
ステムの導入やメールシステムのセキュリティ強化を図ってる。

○

【法令遵守】
・法令遵守の考え方が社内に浸透し、法令を確実に遵守する
体制・仕組みが整備されている。

○
・研修・ｅ-ラーニングを通して、法令遵守が確実に行われるよう、啓発活動を行っている。
・全社員(派遣社員を含む)を対象とした定期的なコンプライアンス意識調査を実施することにより、現状を把握しその
結果を客観的に分析することで、コンプライアンス研修の改善につなげている。

○

【内部管理体制】
・経営理念及び経営目標の社内への共有が行われている。

○

・長期ビジョン「西松-Vision2027」を策定し、企業価値の工場を強く意識した業績目標、事業戦略、資本戦略、ＥＳＧ
への取り組み方針を掲げ、総合力企業への変革期と位置づけた「中期経営計画2023」を策定・発表し、全社員に説明・
共有を行った。また、先に述べた内容をより把握するために、ｅラーニングで意識向上の機会を設けている。
・本社の各事業部、各支社が年度ごとに目標を定め企業価値向上に努めている。

○ ○ ○

【事業継続、事業承継】
・事故や災害などの発生のおける事業継続計画を立案してい
る。
・事業承継に関する検討・対策を行っている。

○ ○ ○

・事業継続計画に基づき、BCP活動を包括的に運用管理するため、BCP運用マニュアルを策定し、BCPに基づく訓練
を毎年最低1回実施している。
・最適なタイミングで優れた後継者の社長交代を可能にする社長後継者計画および次世代経営層育成計画の運用を
行っている。
・若年層向けには所定の年次において研修を実施している。そのほか、昇級、昇格に合わせて、研修を実施し、後継者の
指導・育成に取り組んでいる。

○ ○ ○ ○

SDGs達成に向けた取組みチェックシート
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